
 

瀬戸市都市計画マスタープラン改訂業務公募型プロポーザル実施要領 

 

 瀬戸市都市整備部都市計画課の業務について、公募型プロポーザル (以下「本プロポーザ

ル」という。)を実施しますので、下記の要領により申請書類等を提出してください。 

 

１ 対象業務 

⑴ 業務委託名 

瀬戸市都市計画マスタープラン改訂業務委託 

⑵ 業務場所 

瀬戸市全域 

⑶ 業務概要 

別添「瀬戸市都市計画マスタープラン改訂業務委託 仕様書（案）」のとおり 

⑷ 業務期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月１９日まで 

⑸ 契約上限金額 

２８，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

なお、各年度の支払上限額は次のとおりとする。 

令和７年度 １５，０００，０００円 

令和８年度 １３，０００，０００円 

 

２ 本プロポーザル参加資格要件(参加者はすべての要件に該当していること。なお、委託

契約締結までに要件を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失うものとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ない者であること。 

⑵ 本プロポーザルの参加表明書の提出期限までに、令和６・７年度あいち電子調達共同

システム（物品等）で瀬戸市の入札参加者名簿に大分類０３「役務の提供」中分類０７

「調査委託」が登録されている者であること。 

⑶ 本プロポーザルの参加表明書を提出した日から契約日までの間において、「瀬戸市指

名停止取扱要領」（平成１３年８月１日施行）に基づき、指名停止措置を受けていない

者であること。 

⑷ 本プロポーザルの参加表明書を提出した日から契約日までの間において、「瀬戸市が

行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２３年９月２９日付け瀬戸

市長・愛知県瀬戸警察署長締結）及び「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する

事務取扱要領」（平成１９年１２月１日施行）に基づく排除措置を受けていないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされてい

る者にあっては、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けている者であること。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立がなされ



ている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けている者であること。 

 

３ スケジュール 

  

内容 日程 

公募開始 令和７年２月２５日(火) 

質問受付期限 令和７年３月５日(水) 

質問に対する回答 令和７年３月７日（金） 

参加表明書提出期限 令和７年３月１０日（月） 

企画提案書提出期限 令和７年４月４日(金) 

プレゼンテーションの実施 令和７年４月１４日(月) 

審査結果の通知 令和７年４月１５日(火) 

契約の締結 令和７年４月２３日(水) 

 

４ 質疑応答 

⑴  受付期間 

令和７年２月２５日（火）から令和７年３月５日（水）午後４時まで 

 ⑵ 質問方法及び提出方法 

   質問書（様式１）に質問事項を記入して電子メールにて提出すること。なお、電話及

び口頭での質問は受け付けない。 

 ⑶ 回答  

   令和７年３月７日（金）までに本市ホームページにて回答を公表する。その際、質問

者名は公表しない。また質問がなかった場合もその旨を掲載する。 

 

 

５ 参加表明書の提出及び提出期限 

⑴  提出書類等 

ア 参加表明書（様式２） 1部 

イ 会社概要書（様式３） 1部 

ウ 業務実績（様式４）  1部 

提出期限 

令和７年３月１０日（月）午後５時必着 

 

⑵  提出方法 

瀬戸市役所都市整備部都市計画課（南庁舎５階）へ持参又は郵送（書留郵便） 

⑶  参加資格の確認 

提出書類に基づき、２に定める参加資格要件の確認を行い、提出者に参加資格がない

と認めた場合は、その旨を通知する。   



 

６ 提案書の作成及び記載上の留意事項 

⑴  提出書類 

ア 業務実施体制表（様式５） 

イ 配置予定調書（様式６） 

ウ 業務工程表（様式任意） 

エ 企画提案書（様式７） 

オ 見積書（様式任意） 

 

⑵  企画提案書作成上の基本事項 

ア 企画提案書の作成に使用する言語は日本語、通貨は日本円、時刻は日本の標準時、

単位は計量法によるものとする。 

  イ 審査委員に直接、間接を問わず連絡を求めたものは失格となることがある。 

  ウ 同一の参加者が複数の企画提案書を提出することはできない。 

  エ 企画提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーションなどに参加する費用は参加

者の負担とする。 

  オ 提出期限を過ぎてから提出された企画提案書は無効とする。 

  カ 提出期限以降における企画提案書の差し替え、再提出及び内容変更は認められない。

また、配置予定技術者は病欠、死亡、解雇等を含めきわめて特別な場合を除き変更で

きない。きわめて特別な場合により技術者を変更する場合は変更前に技術者と同等の

業務経歴と資格を持つものとし、発注者の承認を得なければならない。 

 

⑶   提出書類に関する留意事項 

ア 業務実施体制表（様式５） 

本業務にかかわる予定者すべてについて、分担する業務内容、役割、保有資格等を記

載する。Ａ４判１枚に記載すること。 

  イ 配置予定調書（様式６） 

    本業務にかかわる技術者について、経歴・資格等を記載する。A４判１枚に記載する

こと。また資格書の写しを提出すること。 

  ウ 業務工程表（様式任意） 

本業務の履行期間中のスケジュール、手順について記載する。Ａ４判１枚に記載する

こと。 

エ 企画提案書（様式７） 

提案書の書き方については別途「企画提案書作成要領」に基づくものとする。 

オ 見積書（様式任意） 

 見積書（特記仕様書の項目ごとに取りまとめたもの）を A４判で作成する。 

   

 



７ 企画提案書の提出 

⑴ 提出期限 

    令和７年４月４日（金）午後５時必着 

⑵  提出先 

    担当部課 

⑶  提出方法 

    持参または郵送（書留郵便に限る）とする。 

⑷  提出部数 

    ８部（正本１部、副本７部） 

    電子媒体（DVD等） １部 

 

８ プレゼンテーションを要請する者への通知 

    プレゼンテーションを要請する者へは、「プレゼンテーション通知書」（様式８）を参

加表明書に記載されている連絡担当者の電子メールに宛てて通知するとともに郵送にて

要請書原本を送付する。 

    送付は令和７年４月７日（月）を予定している。 

     

９ プレゼンテーションの実施 

⑴  実施日 

令和７年４月１４日（月）午前１０時から 

 

⑵  時間 

１者あたり２５分以内（説明２０分以内、質疑５分以内）で順次個別に行う。 

前の提案者のプレゼンテーションが終了した５分後に次の提案者の開始とし、必要

な機材はその間に準備することとする。 

 

⑶  説明方法 

提案者の商号・名称は明言してはならない。また、事前に提出された企画提案書に

沿って行うこととする。また追加資料の配布等は認めない。 

出席者は３名以内とし、説明は業務を受託した場合に主として本業務に従事する者

が行うこととする。 

 

10 契約候補者選定方法 

   選定は次の基準に基づいて審査し、最も評価が高い提案者を契約候補者とする。最も

評価が高い提案者が２者以上の場合は、採点表の都市づくりの方針において高得点の方

とする委員の協議によって決定する。 

   また提案者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。各委員の評価

点数の合計が満点の１００分の６０未満の場合は、契約候補者として選定しない。  



⑴  審査基準 

      別紙採点表の着目点の項目による。 

 ⑵ 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ア 提案書に虚偽の記載をした場合。 

  イ プレゼンテーションに遅刻・欠席した場合（やむを得ないと認められる場合を除く） 

  ウ その他、審査委員に不適当と認められた場合。 

 

11 選定結果の通知 

  選定結果はプレゼンテーション終了後すみやかにすべての参加者へ結果通知書（様式９

及び１０）により通知する。 

 

12 契約の締結 

⑴  契約の締結はプレゼンテーションにより契約候補者となった業者と業務内容を再度確

認したうえで随意契約とする。 

 ⑵ 契約候補者が本実施要領で定める参加資格要件を満たさないことが判明した場合、提

出書類、プレゼンテーションにおける説明に虚偽があることが判明した場合等、契約候

補者と契約締結することが相当でない場合には、契約候補者と契約を締結せず、契約候

補者の次に評価が高い提案者を契約候補者として協議を行う。 

 

13 その他 

⑴  提出書類は提案者へ返還しない。 

⑵  評価、採点などの審査内容、審査過程及び審査結果に関する問い合わせ及び異議申

し立ては受け付けない 

 

14 問い合わせ・書類提出先 

  〒４８９－８７０１ 

 愛知県瀬戸市追分町６４－１ 瀬戸市都市整備部都市計画課 高橋、大澤 

  電   話 ０５６１－８８－２６８０ 

  ファックス ０５６１－８８－２６９５ 電子メールアドレス tokei@city.seto.lg.jp 

mailto:tokei@city.seto.lg.jp

